
所得税

総合課税

5．105％－10．21％＝▲5．105％
→0％

10．21％－10．21％＝0％

20．42％－10．21％＝10．21％

23．483％－10．21％＝13．273％

（注）
33．693％－10．21％＝23．483％

住民税

総合課税

（注）
10％－2．8％＝7．2％

（注）課税所得金額等が1，000万円を超えると配当控除率は所得税5．105％（住民
税1．4％）となるが、ここでは便宜的に所得税10．21％（住民税2．8％）と表記する。

申告不要又は
申告分離課税

15．315％

申告不要又は
申告分離課税

5％

課税所得

0円～195万円

195万円～330万円

330万円～695万円

695万円～900万円

900万円～1，800万円

課税所得
にかかわらず

上場株式等の配当所得における
所得税と住民税の課税方法の選択

は
じ
め
に

平
成
13
年
以
降
、
証
券
税
制

の
改
正
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
た
が
、
平
成
28
年
以
降
に
債

券
、
公
社
債
等
に
か
か
る
利
子

や
譲
渡
損
益
に
つ
い
て
上
場
株

式
等
と
一
体
化
課
税
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
一
応
の
落
ち
着
き

は
見
せ
た
。

そ
の
中
で
、
平
成
29
年
度
税

制
改
正
大
綱
の
中
に
記
載
さ
れ

た
文
言
に
つ
い
て
、
実
務
は
混

乱
し
た
。
そ
れ
は
、
上
場
株
式

等
に
お
け
る
配
当
等
の
課
税
方

法
の
選
択
で
あ
る
。
税
制
改
正

大
綱
に
お
い
て
、
上
場
株
式
等

に
か
か
る
配
当
所
得
等
に
つ
い

て
、
所
得
税
と
住
民
税
で
異
な

る
課
税
方
法
が
選
択
で
き
る
旨

が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
。本

稿
で
は
、
こ
の
上
場
株
式

等
に
か
か
る
配
当
所
得
等
の
課

税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

1
�
課
税
方
法
の
選
択
可
能
が
明
文
化
さ
れ
た
経

緯
税
制
改
正
大
綱
に
お
け
る
明

文
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
平
成
28
年
8
月
9
日
に
東

京
地
方
裁
判
所
で
出
さ
れ
た
判

決
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
は
、
Ａ

区
在
住
の
個
人
甲
氏
が
Ａ
区
に

対
し
て
住
民
税
（
こ
の
裁
判
に

お
い
て
は
特
別
区
民
税
・
都
民

税
）
の
賦
課
処
分
に
つ
い
て
訴

え
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

甲
氏
は
、
平
成
26
年
分
の
所

得
税
確
定
申
告
で
、
上
場
株
式

等
の
配
当
所
得
に
つ
い
て
総
合

課
税
を
選
択
し
た
確
定
申
告
書

を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
、

か
つ
そ
の
所
得
税
申
告
書
の
提

出
よ
り
も
前
に
、
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
上
場
株
式
等
の

配
当
所
得
に
つ
い
て
申
告
分
離

課
税
を
選
択
し
た
申
告
書
を
提

出
し
て
い
た
。

し
か
し
Ａ
区
は
平
成
27
年
度

分
住
民
税
に
つ
い
て
、
上
場
株

式
等
の
配
当
所
得
は
所
得
税
の

確
定
申
告
と
同
じ
方
法
の
総
合

課
税
に
よ
り
賦
課
決
定
し
、
納

税
通
知
書
を
甲
氏
に
送
付
し
た
。

甲
氏
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て

東
京
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
起

こ
し
た
。
裁
判
期
間
中
に
Ａ
区

が
総
務
省
に
確
認
し
た
こ
と
に

よ
り
、
所
得
税
と
住
民
税
で
は

従
来
よ
り
別
々
の
課
税
方
法
が

選
択
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
た
め
、
Ａ
区
は
甲
氏
に

差
額
を
還
付
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
っ
た

と
し
て
、
東
京
地
裁
は
原
告

（
甲
氏
）
の
訴
え
を
棄
却
す
る

旨
の
判
決
を
出
し
た
。

2
�
申
告
の
方
法

こ
の
判
決
を
受
け
て
、
平
成

28
年
12
月
8
日
に
公
表
さ
れ
た

平
成
29
年
度
税
制
改
正
大
綱
に

お
い
て
、
配
当
所
得
に
つ
い
て

所
得
税
と
住
民
税
で
別
々
の
課

税
方
法
が
採
用
で
き
る
こ
と
が

明
確
化
さ
れ
た
。

⑼
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
等
に
つ
い
て
、
市

町
村
が
納
税
義
務
者
の
意

志
等
を
勘
案
し
、
所
得
税

と
異
な
る
課
税
方
式
に
よ

り
個
人
住
民
税
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明

確
化
す
る
。

（「
平
成
29
年
度
税
制
改

正
大
綱
」
よ
り
抜
粋
）

こ
の
「
課
税
方
法
」
に
は
申

告
不
要
も
含
ま
れ
る
た
め
、
所

得
税
で
総
合
課
税
を
選
択
し
、

住
民
税
で
は
申
告
不
要
と
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
税
制
改

正
大
綱
に
お
い
て
「
明
確
化
す

る
」
と
記
載
さ
れ
て
る
の
で
、

実
際
に
は
平
成
28
年
分
の
申
告

か
ら
適
用
可
能
と
な
っ
た
。

所
得
税
に
お
い
て
総
合
課
税

は
、
超
過
累
進
税
率
で
あ
り
、

ま
た
住
民
税
は
10
％
の
定
率
課

税
で
あ
る
。一
方
、申
告
分
離
課

税
や
申
告
不
要
を
選
択
し
た
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
は
、
所

得
税
15
・
3
1
5
％（
復
興
特
別

所
得
税
を
含
む
）、
住
民
税
5

％
の
計
20
・
3
1
5
％
の
税
率

と
な
る
。
総
合
課
税
の
所
得
が

少
額
な
場
合
は
、
上
場
株
式
等

の
配
当
所
得
に
つ
い
て
所
得
税

で
は
総
合
課
税
、
住
民
税
で
は

申
告
分
離
課
税
ま
た
は
申
告
不

要
、と
選
択
す
る
と
、よ
り
有
利

と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
に

関
し
て
の
有
利
不
利
に
つ
い

て
、
左
記
の
表
に
ま
と
め
る
。

所
得
税
は
課
税
所
得
が
9
0
0

万
円
以
下
の
場
合
は
配
当
控
除

が
適
用
で
き
る
総
合
課
税
を
選

択
し
た
方
が
有
利
と
な
る
。
ま

た
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
所
得

控
除
等
に
よ
り
課
税
所
得
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
な
ど
を

除
き
、
申
告
不
要
が
有
利
に
な

る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
総
合
課
税

を
選
択
す
る
と
配
当
控
除
が
適

用
で
き
る
が
、
申
告
分
離
課
税

ま
た
は
申
告
不
要
の
場
合
は
、

配
当
控
除
が
適
用
で
き
な
い
。

有
利
不
利
を
判
断
す
る
上
で

は
、
こ
の
点
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。な
お
配
当
控
除
は
、そ

の
対
象
と
な
る
配
当
等
が
証
券

投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
だ
っ

た
場
合
は
0
％
〜
5
・
1
0
5

％
と
な
る
な
ど
複
雑
さ
が
増
す

の
で
慎
重
な
判
断
が
必
要
だ
。

通
常
は
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
と
、
住
民
税
の

申
告
書
も
提
出
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
。

地
方
税
法

第
3
1
7
条
の
2
（
市
町

村
民
税
の
申
告
等
）

第
2
9
4
条
（
市
町
村

民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
1
項
第
1
号
の
者
は
、

3
月
15
日
ま
で
に
、
総
務

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を

賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る

住
所
所
在
地
の
市
町
村
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
後
略
）

第
3
1
7
条
の
3

第
2
9
4
条
（
市
町
村

民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
1
項
第
1
号
の
者
が
前

年
分
の
所
得
税
に
つ
き
所

得
税
法
第
2
条
第
1
項
第

37
号
の
確
定
申
告
書
（
以

下
本
条
に
お
い
て
「
確
定

申
告
書
」
と
い
う
。）
を

提
出
し
た
場
合
（
政
令
で

定
め
る
場
合
を
除
く
。）

に
は
、
本
節
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
確

定
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た

日
に
前
条
第
1
項
か
ら
第

4
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

同
日
前
に
当
該
申
告
書
が

提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
後
略
）

他
、
地
方
税
法
第
45
条
の

2
及
び
第
45
条
の
3
も
参

照
（
道
府
県
民
税
関
係
の

規
定
）

こ
の
場
合
は
、
上
場
株
式
等

の
配
当
所
得
に
限
ら
ず
、
所
得

税
と
住
民
税
で
同
じ
課
税
方
法

が
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
に
つ

い
て
所
得
税
と
住
民
税
で
別
々

の
申
告
方
法
を
採
用
す
る
た
め

に
は
、
所
得
税
・
住
民
税
共
に

申
告
期
限
内
に
税
務
署
・
各
市

区
町
村
へ
確
定
申
告
書
等
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

来
よ
り
、
地
方
税
法
の
規
定
で

は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
と
住
民
税
の
申
告
書

も
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
が
、
両
方
を
提
出
す
る
場
合

で
住
民
税
の
申
告
書
の
内
容
を

優
先
さ
せ
た
い
場
合
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出【
前
】

に
住
民
税
の
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
る
、
と
規
定
さ
れ

て
い
た
。
今
回
、
上
場
株
式
等

の
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ

の
提
出
順
序
に
つ
い
て
は
平
成

29
年
4
月
1
日
に
総
務
大
臣
か

ら
各
都
道
府
県
知
事
宛
に
出
さ

れ
た
「
総
税
市
第
26
号
『
地
方

税
法
の
施
行
に
関
す
る
取
扱
い

に
つ
い
て
（
市
町
村
税
関
係
）

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』」に
よ

り
、
そ
の
提
出
順
序
は
問
わ
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

3
�
実
務
上
の
問
題
点

平
成
29
年
度
税
制
改
正
大
綱

で
明
ら
か
に
な
っ
た
上
場
株
式

等
の
配
当
所
得
に
か
か
る
課
税

方
法
だ
が
、
実
務
に
お
い
て
は

注
意
す
べ
き
点
や
問
題
点
な
ど

も
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
述
べ
る
。

⑴
住
民
税
の
申
告
書
の
作
成

所
得
税
で
あ
れ
ば
、
全
国
統

一
の
確
定
申
告
書
の
様
式
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
税
理
士
で
あ

れ
ば
様
々
な
ベ
ン
ダ
ー
の
ソ
フ

ト
を
利
用
し
て
必
要
な
書
類
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
住
民
税
は
標
準
様
式
は

あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
各
市

区
町
村
に
よ
っ
て
申
告
書
の
様

式
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
住

民
税
の
申
告
書
を
作
成
す
る
場

合
は
、
手
書
き
に
な
る
こ
と
が

多
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て

は
各
市
区
町
村
で
住
民
税
の
申

告
書
を
提
出
し
な
く
て
も
上
場

株
式
等
の
配
当
所
得
に
つ
い
て

所
得
税
と
住
民
税
で
異
な
る
課

税
方
法
を
選
択
で
き
る
よ
う
に

動
き
出
し
て
い
る
。
平
成
30
年

1
月
12
日
に
、
東
京
都
練
馬
区

は
独
自
に
「
特
別
区
民
税
・
都

民
税
申
告
書
（
上
場
株
式
等
の

所
得
に
関
す
る
住
民
税
申
告
不

要
等
申
出
書
）」を
公
表
し
、上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
に
つ
い

て
、
他
の
所
得
全
て
を
記
載
し

な
く
て
も
別
々
の
課
税
方
法
を

選
択
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ

の
よ
う
な
動
き
は
徐
々
に
で
は

あ
る
が
、
他
の
市
区
町
村
に
も

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
実
務

的
に
考
え
て
も
、
標
準
様
式
の

住
民
税
の
申
告
書
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
簡
易
な
様
式
が
広

が
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

る
し
、
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
全

国
統
一
の
様
式
と
な
る
方
が
良

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
簡
便
的
な
方
法
と
し

て
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

第
二
表
な
ど
に
住
民
税
に
関
す

る
事
項
を
記
載
す
る
欄
を
設

け
、
こ
こ
で
納
税
者
の
意
志
を

表
明
で
き
る
よ
う
な
様
式
に
し

て
お
け
ば
、
納
税
者
も
提
出
先

で
あ
る
各
市
区
町
村
の
窓
口
も

様
々
な
混
乱
を
回
避
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

⑵
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除

上
場
株
式
等
に
つ
い
て
前
年

よ
り
繰
り
越
し
て
き
た
損
失
が

あ
る
場
合
、
当
年
に
お
い
て
申

告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
上
場

株
式
等
の
配
当
等
と
そ
の
譲
渡

損
失
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き

る
。所

得
税
は
総
合
課
税
、
住
民

税
は
申
告
分
離
課
税
と
選
択
し

た
納
税
者
に
つ
い
て
前
年
か
ら

繰
り
越
し
て
き
た
上
場
株
式
等

の
譲
渡
損
失
が
あ
っ
た
場
合
を

考
え
て
み
る
。
所
得
税
で
は
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
に
つ
い

て
総
合
課
税
を
選
択
す
る
と
、

譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
と
は
通

算
で
き
な
い
。
し
か
し
住
民
税

に
お
い
て
は
申
告
分
離
課
税
を

選
択
す
る
た
め
譲
渡
損
失
の
繰

越
控
除
と
の
通
算
が
可
能
と
な

る
。
も
し
当
年
で
通
算
し
き
れ

な
い
譲
渡
損
失
が
あ
る
場
合

は
、
所
得
税
と
住
民
税
で
、
翌

年
以
降
に
繰
り
越
す
譲
渡
損
失

額
に
差
が
生
じ
る
。
こ
の
金
額

の
管
理
は
、
現
行
の
所
得
税
・

住
民
税
の
申
告
書
上
で
は
不
可

能
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
地
方
税
法
に
お

い
て
は
、
地
方
税
法
に
お
い
て

別
段
の
定
め
が
な
い
場
合
は
所

得
税
を
準
用
す
る
（
地
法
3
2

②
、
3
1
3
②
）、
と
い
う
考

え
方
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
、
上
場

株
式
等
の
配
当
所
得
、
譲
渡
所

得
に
つ
い
て
所
得
税
と
住
民
税

で
同
一
の
方
法
で
の
申
告
を
す

べ
き
と
考
え
る
。
納
税
者
に
と

っ
て
の
煩
雑
な
課
税
方
法
は
避

け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
後
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
の

改
正
が
望
ま
れ
る
。

（練馬区ホームページより）

田
中

啓
子
〔
四
谷
〕
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